
豊田市住宅敷地規模に関する指導要綱 

（過少宅地要綱） 

 

（目的）  

第１条  この要綱は、住宅の敷地面積（以下「敷地面積」という。）の最

低限度を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保す

ることを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）住宅  人の居住の用に供する家屋（事務所、店舗その他これらに類

する用途を兼ねるもの（以下「併用住宅」という。）を含む。）で戸建

又は連続建のものをいう。  

（２）敷地  建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」

という。）第１条第１号に規定する敷地をいう。  

（３）敷地面積  令第２条第１項第１号に規定する敷地面積をいう。  

（４）建築  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第２条第１３号に規定する建築をいう。  

（５）建築主  法第２条第１６号に規定する建築主をいう。  

（適用除外）  

第３条  この要綱の規定は、次の各号のいずれかに該当する敷地について

は適用しない。  

（１）この要綱の施行日（昭和５６年１０月１日。ただし、藤岡地区につ

いては、平成１７年３月３１日）前に現に存する敷地  

（２）都市計画法等による許可を受けた敷地  

（３）近隣商業地域内及び商業地域内における併用住宅の敷地  

（４）土地収用法適用事業及び建築基準法による道路後退等で規模を下回

る敷地  

（５）区画整理事業において換地時点で規模を下回る敷地  

（６）親子関係等で居住するために分割する敷地  

（７）その他市長がやむを得ないと認める敷地  

（敷地面積の最低限度）  

第４条  敷地面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

値以上でなければならない。  

（１）敷地が市街化区域内にある場合      １３０㎡  

（２）敷地が市街化調整区域内にある場合   １６０㎡  

（住宅を建築する場合の届出）  

第５条  建築主は、敷地面積が前条に規定する数値未満の敷地に住宅を建

築しようとするときは、あらかじめ、住宅等敷地規模届（様式第１号）

にて次の事項を市長に届け出なければならない。  



（１）届出者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）  

（２）敷地の所在地、敷地面積  

（３）建築物の外壁及び軒裏の構造  

（敷地面積等に関する指導）  

第６条  市長は、前条に規定する届出があった場合において、適正な都市

機能と健全な都市環境を確保するため必要があると認めるときは、建築

主に対し、次に掲げる基準又は条件に適合し、住宅を建築するよう指導

することができる。  

（１）敷地面積が１００㎡以上であること。  

（２）当該住宅等が法第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分の

外壁及び軒裏を法第２条第８号に規定する程度以上の防火性能を有

する構造であること。  

（３）当該敷地が過少な宅地となることについて、隣接する土地所有者へ

の説明が行われていること。  

２  前項の規定は、前条に規定する届出をすることなく、敷地面積が第４

条に規定する数値未満の敷地に住宅を建築しようとする建築主につい

て準用する。  

（届出の変更、取りやめ）  

第 ７ 条  建 築 主 は 、届 出 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、速 や か に 住 宅

等 敷 地 規 模 変 更 届（ 様 式 第 ２ 号 ）を 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  建 築 主 は 、届 出 の 内 容 に 変 更 が 生 じ 、取 り や め る と き は 、住 宅 等

敷 地 規 模 取 り や め 届 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 速 や か に 市 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

（委任）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附  則  

この要綱は、昭和５６年１０月１日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行前に届出のあった住宅の建築に係る敷地面積等の指

導に関しては、なお、従前の例による。  

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  



（経過措置）  

２  この要綱の施行前に届出のあった住宅の建築に係る敷地面積等の指

導に関しては、なお、従前の例による。  

附  則   

（施行期日）   

１  この要綱は、令和３年１月１日から施行する。   

（要綱の失効）   

２  この要綱の施行前に届出のあった住宅の建築に係る敷地面積等の指

導に関しては、なお、従前の例による。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この要綱による改正前の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等

は当分の間、使用することができる。  

附  則   

この要綱は、令和６年１１月１日から施行する。   

 

 


